
こんなお悩みありませんか？

従来の「先祖墓・代々墓」、「夫婦墓」では解決できなかった先祖祭祀の問題ですが、

この「宝縁」は、そういった様々な問題を一挙に解決できる新しいスタイルの「墓石」です。

身内又は縁者の中から相続をお願いしていけますので、永代にわたって無縁になりません。

　◆概要

　　◎仏石正面・・・正面文字例より選択し、彫刻致します（倶会一処、有縁の塔、やすらぎの塔　等）

　　◎仏石右半面・・・右側より左側へ戒名（法名）を相続夫婦毎に彫刻致します（上段10名、下段10名）

　　◎仏石左半面・・・右側より左側へ、非相続者を彫刻致します。（上段10名、下段10名）

　　（非相続者＝逆死した子供、水子、独身の兄弟姉妹、子供のいない兄弟姉妹夫婦、奥さまの両親、亡くなった先妻、後妻（子供がいない場合等）　他）

　　◎上台の後側・・・納骨者記録帳を納め、保存して継承致します。ご契約者様にも控えをお渡し致します。

　　◎上台左側・・・建立年月日を彫刻致します。

　　◎家紋、家名はご希望の方のみ専用の板石に彫刻致します。

　◆標準仕様

　　◎間口0.9m×奥行1.0m、高さ1.54m

　　◎仏石：笠付円柱型３重台（蓮華付）　特別加工仕上

　　◎石種：青御影石（外国材）

　◆標準地価格

　１基　756,000円（税、据付運搬費、文字彫刻費込み）
　　※巻石（延石）の施工費は価格に含まれませんので、施工時には別途お見積りさせて頂きます。

　　※高所・狭所・遠隔地への据付につきましては、別途据付費を申し受けます。

　　※石種・形状の変更やオーダーメイドも承ります。お気軽にお申し付け下さい。

◎ご主人側、奥さま側の両家を１基のお墓で祀りたい

◎ご先祖様も、両親も、水子も１基のお墓で祀りたい

◎祀り方のよくわからない遠い血縁者も、いずれは祀らなければならない

◎嫁いで名字が異なる、あるいは母方の親戚で名字が異なる血縁者を１基のお墓で祀りたい


